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令和５年度職場のハラスメントに関する実態調査 目的・実施概要
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○ 職場におけるハラスメント対策については、令和元年の女性活躍推進法等一部改正法により、職場におけるパ

ワーハラスメントについて事業主の措置義務等が創設され、完全施行された令和４年４月からは、中小事業主を含

む全ての事業主がパワーハラスメントの防止措置義務の対象となっている。

○ 一方で、近年、顧客等からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）や就活等セクハラなどが社会

問題化している状況も見られる。

○ 令和２年度の「職場におけるハラスメントに関する実態調査」から３年が経過し、ハラスメントに係る状況も変

化していると考えられることから、ハラスメントの発生状況や企業の対策の進捗、労働者の意識等を把握し、今後

の諸施策に反映させることを目的に、実態調査を実施した。

※ 特に顧客等からの著しい迷惑行為や就活等セクハラについては詳細に把握を行うこととした。

調査目的等

○ 本調査は、企業調査と労働者等調査からなるアンケート調査。それぞれの実施概要は以下の通り。

調査実施概要

企

業

調

査

調査手法：郵送調査(回答については Web でも受付)

調査実施期間：2023 年 12 月１日～12 月 29 日

調査対象：全国の従業員 30 人以上の企業・団体

有効回答数/発送件数：7,780件/25,000 件 (有効回答率31.1%)

労

働

者

等

調

査

調査手法：インターネット調査(調査会社の調査協力者パネルを使用)

調査実施期間： 2024 年１月11 日～１月29 日

調査対象：全国の企業・団体に勤務する20～64 歳の男女労働者及び2020～2022年度卒業で就職活動（転職を除く）又は

インターンシップを経験した男女（いずれも経営者（自営業を含む）、役員、公務員を除く）

サンプル数：一般サンプル調査：8,000 名、特別サンプル調査（※）：2,500名

※①女性の妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（1,000名）、②男性の育児休業等ハラスメント（500名）、

③就活セクハラ（1,000名）



※対象：調査に回答した全ての企業（無回答、無効回答を除く）

○ 過去３年間に相談があったと回答した企業割合については、

・ パワハラは64.2%（＋16.0％）、セクハラは39.5%（＋9.7%）、顧客等からの著しい迷惑行為は27.9％（＋8.4％）、妊娠・出産・育

児休業等ハラスメントは10.2%（＋5.0％）、介護休業等ハラスメントは3.9%（＋2.5%）、就活等セクハラは0.7％（＋0.3%）であり、

・ 令和２年度に比べて、いずれのハラスメントも増加している。

○ 過去３年間に相談があった事例のうち、企業がハラスメントに該当すると判断した事例の有無については、

・ パワハラは73.0%（＋3.0％）、セクハラは80.9%（2.2％）、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントは50.1％（＋2.2%）、介護休業等

ハラスメントは55.5%（＋33.6%）、顧客等からの著しい迷惑行為は86.8%（－5.9％）、就活等セクハラは37.0%（－29.7%）であり、

・ 令和２年度と比べて、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントはほぼ横ばいであるが、介護休業等ハラスメント

は増加し、就活等セクハラは減少している。
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ト（n=6410）
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ハラスメントに関する相談がある

ハラスメントに関する相談はない

ハラスメントに関する相談の有無を把握していない

相談の有無

2※調査対象：過去３年間に各ハラスメントまたは不利益取り扱いに関する相談を取り扱ったと回

答した企業（無回答、無効回答を除く）
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ハラスメントの発生状況①（企業調査）



ハラスメントの発生状況②（企業調査）

○ 相談件数の過去３年間の増減の傾向としては、

・事業主に防止措置義務が課されていない顧客等からの著しい迷惑行為を除く、各ハラスメントにおいて、「件数は減少している」の

割合が「件数が増加している」の割合よりも高くなっているが、

・顧客等からの著しい迷惑行為では「件数が増加している」（23.2%）が「件数は減少している」（11.4%）より大幅に高い。

○ 過去３年間の該当事例の増減の傾向としては、

・顧客等からの著しい迷惑行為及び就活等セクハラ以外は「件数は減少している」の割合が「件数は増加している」の割合よりも高いが、

・顧客等からの著しい迷惑行為については「件数は増加している」（22.6％）が「件数は減少している」（12.6%）よりも高い
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過去3年間に相談件数が増加している

過去3年間に相談があり、件数は変わらない

過去3年間に相談件数は減少している

過去3年間に相談はあるが、件数の増減は分からない
※調査対象：過去３年間に各ハラスメントまたは不利益取り扱いに関する相談を取り扱ったと回答

した企業（無回答、無効回答を除く）

相談件数の増減
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(n=167)

顧客等からの著しい迷惑行為
(n=1880)

就活等セクハラ(n=20)

ハラスメントに該当すると判断した事例の件数が増加している

ハラスメントに該当すると判断した事例があり、件数は変わらない

ハラスメントに該当すると判断した事例の件数は減少している

ハラスメントに該当すると判断した事例はあるが、件数の増減は分からない

※調査対象：過去３年間に各ハラスメントまたは不利益取り扱いに該当すると判断した事例が

あると回答した企業（無回答、無効回答を除く）

該当事例の増減
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ハラスメントの経験有無別にみた勤務先の特徴①（労働者等調査）

○ 勤務先でパワハラを経験した者の勤務先の特徴について、パワハラを経験した者と経験しなかった者の回答の差が10%以上ある特徴を

見ると、「上司と部下のコミュニケーションが少ない／ない」、「残業が多い／休暇を取りづらい」、「業績が低下している／低調であ

る」、「ハラスメント防止規定が制定されていない」、「失敗が許されない／失敗への許容度が低い」、「従業員間に冗談、おどかし、

からかいが日常的に見られる」、「従業員の年代に偏りがある」、「他部署や外部との交流が少ない」、「人手が常に不足している」な

どがある。
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上司と部下のコミュニケーションが少ない／ない

残業が多い／休暇を取りづらい

業績が低下している／低調である

ハラスメント防止規定が制定されていない

失敗が許されない／失敗への許容度が低い

遵守しなければならない規則が多い／高い規律が求められる

従業員間の競争が激しい／個人業績と評価の連動が徹底している

職場の雰囲気がくだけすぎている／上司が寛容すぎる

従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる

従業員の年代に偏りがある

他部署や外部との交流が少ない

中途入社や外国人など多様なバックグラウンドを持つ従業員の比率が高い

従業員が男性ばかりである

従業員が女性ばかりである

女性管理職の比率が低い

人手が常に不足している

その他

当てはまるものはない

現在の職場でパワハラを受けた(n=929) 過去3年間にパワハラを受けなかった(n=6454)

勤務先の特徴（パワハラの経験有無別）

※調査対象：現在の職場でパワハラを受けた者、または、過去3年間にパワハラを受けなかった者
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ハラスメントの経験有無別にみた勤務先の特徴②（労働者等調査）

○ 勤務先でセクハラを経験した者の勤務先の特徴について、セクハラを経験した者と経験しなかった者の回答の差が10%以上ある特徴を

見ると、「上司と部下のコミュニケーションが少ない／ない」、「残業が多い／休暇を取りづらい」、「ハラスメント防止規定が制定さ

れていない」、「失敗が許されない／失敗への許容度が低い」、「遵守しなければならない規則が多い／高い規律が求められる」、

「従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる」、「従業員の年代に偏りがある」、「女性管理職の比率が低い」、「人手

が常に不足している」がある。
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上司と部下のコミュニケーションが少ない／ない

残業が多い／休暇を取りづらい

業績が低下している／低調である

ハラスメント防止規定が制定されていない

失敗が許されない／失敗への許容度が低い

遵守しなければならない規則が多い／高い規律が求められる

従業員間の競争が激しい／個人業績と評価の連動が徹底している

職場の雰囲気がくだけすぎている／上司が寛容すぎる

従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる

従業員の年代に偏りがある

他部署や外部との交流が少ない

中途入社や外国人など多様なバックグラウンドを持つ従業員の比率が高い

従業員が男性ばかりである

従業員が女性ばかりである

女性管理職の比率が低い

人手が常に不足している

その他

当てはまるものはない

現在の職場でセクハラを受けた(n=251) 過去3年間にセクハラを受けなかった(n=7497)

勤務先の特徴（セクハラの経験有無別）

※調査対象：現在の職場でセクハラを受けた者、または、過去3年間にセクハラを受けなかった者
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ハラスメントの経験有無別にみた勤務先の特徴③（労働者等調査）

○ 勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を経験した者の勤務先の特徴について、顧客等からの著しい迷惑行為を経験した者と経験しな

かった者の回答の差が10%以上ある特徴を見ると、「残業が多い/休暇を取りづらい」、「業績が低下している／低調である」、「遵守し

なければならない規則が多い／高い規律が求められる」、「従業員が女性ばかりである」、「人手が常に不足している」がある。
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残業が多い／休暇を取りづらい

業績が低下している／低調である

ハラスメント防止規定が制定されていない

失敗が許されない／失敗への許容度が低い

遵守しなければならない規則が多い／高い規律が求められる

従業員間の競争が激しい／個人業績と評価の連動が徹底している

職場の雰囲気がくだけすぎている／上司が寛容すぎる

従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる

従業員の年代に偏りがある

他部署や外部との交流が少ない

中途入社や外国人など多様なバックグラウンドを持つ従業員の比率が高い

従業員が男性ばかりである

従業員が女性ばかりである

女性管理職の比率が低い

人手が常に不足している

その他

当てはまるものはない

現在の職場で顧客等からの著しい迷惑行為を受けた(n=576) 過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けなかった(n=7139)

勤務先の特徴（顧客等からの著しい迷惑行為の経験有無別）

※調査対象：現在の職場で顧客等からの著しい迷惑行為を受けた者、または、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けなかった者



ハラスメント予防・解決のための取組（企業調査）

○ 各ハラスメント別にみた、企業のハラスメント予防・解決のための具体的な取組内容については、「相談窓口の設置と周知」がいずれ

のハラスメントにおいても最も高い。

○ 顧客等からの著しい迷惑行為や就活等セクハラは、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントと

比べて、いずれの取組内容においても実施している割合が低い傾向にある。

7※調査対象：回答企業のうちハラスメントの予防・解決のための取組を実施している企業（無回答・無効回答を除く）

ハラスメント予防・解決のための取組
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業主によるハラスメント対策への取組姿勢を明確に示す発信（トップメッセージの発信
等）

経営幹部がハラスメントに対する関心と理解を深め、労働者等に対する言動に必要な注意
を払うための周知・啓発（役員向け研修の実施等）

ハラスメントの内容、職場におけるハラスメントをなくす旨の方針の明確化と周知・啓発
（就業規則等への規定、社内広報誌等への記載・配布、従業員向け研修等）

行為者に厳正に対処する旨の方針・対処の内容の就業規則等への規定と周知・啓発

相談窓口の設置と周知

相談窓口担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにするための対応（マ
ニュアルの作成、研修等）

相談者・行為者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知（マニュアルの作成、相
談窓口担当者への研修、社内広報資料等への記載・配布等）

相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いをされない旨
の定めと周知・啓発（就業規則等への文書への規定・周知、社内広報資料への記載・配布

等）

業務体制の整備など、妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置の実施（妊娠・出
産・育児休業等に関するハラスメントのみ）

パワハラ(n=7409) セクハラ(n=7218)

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(n=7008) 顧客等からの著しい迷惑行為(n=5023)

就活生等に対するセクハラ(n=4082)



ハラスメントの予防・解決のための取組を進めたことによる効果（企業調査・労働者等調査）

○ ハラスメントを受けた経験については、各ハラスメントにおいて、「あまり取り組んでいない」と評価されている勤務先で相対的にハ

ラスメントを受けた経験の割合が高くなっている。

○ ハラスメント予防・解決のための取組の副次的効果については、「職場のコミュニケーションが活性化する／風通しが良くなる」

（39.1%）が最も高い。
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パワハラを受けた経験（勤務先の取組評価別）

セクハラを受けた経験（勤務先の取組評価別）

顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験（勤務先の取組評価別）

※調査対象：全回答者（n=2,823）（勤務先の取組に対する評価について「分から
ない」と回答した者を除く）

※調査対象：回答企業のうち、1つ以上ハラスメント予防・解決の取組を実施して

いると回答した企業（無回答・無効回答を除く）

22.0 

34.7 

23.9 

39.1 

23.7 

32.5 

17.5 

23.4 

1.5 

25.8 

18.2

31.9

20.4

35.9

22.0

32.4

13.3

21.0

1.7

30.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

メンタルヘルス不調者が減少する

会社への信頼感が高まる

休職者・離職者が減少する

職場のコミュニケーションが活性化する／風通し
が良くなる

管理職が適切なマネジメントができるようになる

管理職の意識の変化によって職場環境が変わる

職場の生産性が高まる

従業員の仕事への意欲が高まる

その他

特にない

令和５年度(n=7725) 令和２年度（n=6312）

ハラスメント予防・解決のための取組の副次的効果

（企業調査）（労働者等調査）

15.2 

16.2 

35.1 

84.8 

83.8 

64.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に取り組んでいる(n=508)

取り組んでいる(n=1622)

あまり取り組んでいない(n=693)

経験した 経験しなかった

7.5 

5.5 

10.4 

92.5 

94.5 

89.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に取り組んでいる(n=508)

取り組んでいる(n=1622)

あまり取り組んでいない(n=693)

経験した 経験しなかった

12.8 

12.2 

23.1 

87.2 

87.8 

76.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に取り組んでいる(n=508)

取り組んでいる(n=1622)

あまり取り組んでいない(n=693)

経験した 経験しなかった



勤務先のハラスメント予防・解決のための取組と勤務先の変化（労働者等調査）

○ 勤務先のハラスメント予防・解決のための取組の評価と職場の変化に対する評価との相関を見たところ、

・「積極的に取り組んでいる」と回答者から評価された職場では、その職場の変化について「改善された」と回答した割合が顕著に高く、

・「あまり取り組んでいない」と回答者から評価された職場では、その職場の変化について「悪化している」と回答した割合が顕著に高

い特徴がある。
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※調査対象：勤務先がハラスメント予防・解決に取り組んでいる、か

つ、”その他”以外を回答した者のうち、勤務先がハラスメ

ントの予防・解決に向け「積極的に取り組んでいる」と回

答した者（n=508）

職場の変化に対する評価

（勤務先の取組を「積極的に取り組んでいる」と評価した者）

職場の変化に対する評価

（勤務先の取組を「あまり取り組んでいない」と評価した者）

30.1

32.5

34.3

27.0

29.7

30.3

32.9

27.2

52.0

51.8

48.0

55.5

50.4

48.6

50.2

49.0

3.0

5.1

3.1

6.3

5.1

5.7

3.3

3.9

15.0

10.6

14.6

11.2

14.8

15.4

13.6

19.9

0% 20% 40% 60% 80%100%

職場の生産性

あなた自身の働きやすさ

同じ職場の他の人の働きやすさ

あなた自身の業務の負荷

同じ職場の他の人の業務の負荷

部下への指導のしやすさ

上司／部下とのコミュニケー
ション（話しやすさ／接しやす

さ）

体調不良などで休む人の人数

改善された 変わらない 悪化している わからない

10.2

14.6

13.7

10.0

9.4

10.0

13.9

11.6

67.2

67.9

65.7

68.9

66.8

63.1

66.2

63.0

5.1

5.7

4.3

8.4

7.0

8.0

5.3

6.8

17.6

11.8

16.3

12.7

16.8

18.9

14.5

18.6

0% 20% 40% 60% 80%100%

職場の生産性

あなた自身の働きやすさ

同じ職場の他の人の働きやすさ

あなた自身の業務の負荷

同じ職場の他の人の業務の負荷

部下への指導のしやすさ

上司／部下とのコミュニケー
ション（話しやすさ／接しやす

さ）

体調不良などで休む人の人数

改善された 変わらない 悪化している わからない

職場の変化に対する評価

（勤務先の取組を「取り組んでいる」と評価した者）

3.3

5.3

3.5

2.9

2.6

4.2

5.2

5.6

62.2

63.3

65.2

63.1

65.4

60.5

65.8

59.5

20.3

20.5

17.3

23.1

19.2

18.3

17.0

21.4

14.1

10.8

14.0

11.0

12.8

17.0

12.0

13.6

0% 20% 40% 60% 80%100%

職場の生産性

あなた自身の働きやすさ

同じ職場の他の人の働きやすさ

あなた自身の業務の負荷

同じ職場の他の人の業務の負荷

部下への指導のしやすさ

上司／部下とのコミュニケー
ション（話しやすさ／接しやす

さ）

体調不良などで休む人の人数

改善された 変わらない 悪化している わからない

※調査対象：勤務先がハラスメント予防・解決に取り組んでいる、か

つ、”その他”以外を回答した者のうち、勤務先がハラスメ

ントの予防・解決に向け「取り組んでいる」と回答した者

（n=1,622）

※調査対象：勤務先がハラスメント予防・解決に取り組んでいる、か

つ、”その他”以外を回答した者のうち、勤務先がハラスメ

ントの予防・解決に向け「あまり取り組んでいない」と回

答した者（n=693）



ハラスメントの取組を進める上での課題（企業調査）

○ ハラスメントの取組を進める上での課題については、「ハラスメントかどうかの判断が難しい」（59.6%）が最も高く、次いで「管理職

の意識が低い/理解不足」と「発生状況を把握することが困難」が同率（23.8%）であり、令和２年度と比べても課題状況は概ね同じであ

る。
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※調査対象：1つ以上ハラスメント予防・解決の取組を実施していると回答した企業（従業員規模が「分からない」と回答した企業、無回答、無効回答を除く）
※令和２年度調査では、従業員規模が「分からない」と回答した企業も含んでいる。

59.6 

12.3 

23.8 

21.5 

10.1 

23.8 

21.5 

11.1 

2.7 

18.0 

16.9 

1.5 

14.7 

65.5

12.5

23.0

20.2

31.8

23.5

14.4

3

18.6

19.5

2.2

12.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ハラスメントかどうかの判断が難しい

経営層の意識が低い/理解不足

管理職の意識が低い/理解不足

一般社員等の意識が低い/理解不足

関係者（顧客等）の意識が低い/理解不足

発生状況を把握することが困難

ハラスメントに対応する際のプライバシーの確保が難しい

ハラスメントの予防・解決のための取組を行うノウハウがない

ハラスメントの予防・解決のための取組を行う費用が確保できない

社内に対応するための適切な人材がいない/不足している

適正な処罰・対処の目安がわからない

その他

特にない

令和５年度(n=7475) 令和２年度（n=6312）

※令和２年度調査では「関係者（顧客等）の意識が低い/理解不足」は調査項目としていない。

ハラスメントの取組を進める上での課題



○ 過去３年間に勤務先等で各ハラスメントを受けた経験については、パワハラは19.3%（－12.1%）、セクハラは6.3％（－3.9%）、顧客

等からの著しい迷惑行為は10.8%（－4.2％）、女性の妊娠・出産・育児休業等ハラスメントは26.1%（ー0.2%）、男性の育児休業等ハラ

スメントは24.0%（－2.2%）、就活等セクハラはインターンシップ中で30.1%、インターンシップ以外の就職活動中で31.9%である。

○ 令和２年度と比べて、パワハラ、セクハラ、顧客等からの著しい迷惑行為は減少し、女性の妊娠・出産・育児休業等ハラスメント、男

性の育児休業等ハラスメントは横ばい、インターンシップ中及びインターンシップ以外の就職活動中での就活等セクハラは増加している。

過去３年間にパワハラ、セクハラ、顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験

勤務先等でハラスメントを受けた経験（労働者等調査）

※調査対象：調査に回答した全ての者（n=8000）

26.3

26.1

73.7

73.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年度

令和５年度

経験した 経験しなかった

過去５年間に女性が妊娠・出産・育児休業等ハラスメントを受けた経験

※調査対象：過去5 年間に就業中に妊娠/出産した女性労働者（n=1000）

過去５年間に男性が育児休業等ハラスメントを受けた経験

※調査対象：過去5 年間に勤務先で育児に関わる制度を利用しようとした男性労働者（n=500）

26.2

24.0

73.8

76.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和２年度

令和５年度

経験した 経験しなかった

就活等セクハラを受けた経験

25.5

31.9

30.1

74.5

68.1

69.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年度

令和５年度（インターンシップ以外の就職
活動中）

令和５年度（インターンシップ中）

経験した 経験しなかった

※令和２年度調査では、インターンシップ以外の就職活動中の経験と、
インターンシップ中の経験を分けずに調査している。

※調査対象：（上）インターンシップに参加したと回答した者（n=758）
（中央）インターンシップ以外の就職活動を行ったと回答した者（n=737）
（下）調査に回答した全ての者（n=1000）
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19.3

31.4

6.3

10.2

10.8 

15.0

80.7

68.7

93.7

89.8

89.2

85.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パワハラ（令和５年度）

パワハラ（令和２年度）

セクハラ（令和５年度）

セクハラ（令和２年度）

顧客等からの著しい迷惑行為
（令和５年度）

顧客等からの著しい迷惑行為
（令和２年度）

経験した 経験しなかった



11.6 

4.6 

12.3 

7.7 

12.8 

16.0 

14.6 

11.1 

13.4 

16.0 

16.6 

12.1 

15.1 

15.5 

10.5 

12.5 

88.4 

95.4 

87.7 

92.3 

87.2 

84.0 

85.4 

88.9 

86.6 

84.0 

83.4 

87.9 

84.9 

84.5 

89.5 

87.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業(n=482)

製造業(n=1996)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=154)

情報通信業(n=711)

運輸業、郵便業(n=515)

卸売業、小売業(n=855)

金融業、保険業(n=471)

不動産業、物品賃貸業(n=189)

学術研究、専門・技術サービス業(n=172)

宿泊業、飲食サービス業(n=200)

生活関連サービス業、娯楽業(n=235)

教育、学習支援業(n=107)

医療、福祉(n=635)

複合サービス事業（郵便局、農業協同組合等）
(n=71)

その他サービス業(n=935)

その他(n=272)

経験した 経験しなかった
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顧客等からの著しい迷惑行為の経験状況に関する業種別等の特徴（労働者等調査）

※調査対象：調査に回答した全ての者（n=8000）

過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験（業種別） 過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験（職種別）

○ 労働者が過去３年間に受けた顧客等からの著しい迷惑行為について、業種別に割合が高い上位３つの業種を見ると、「生活関連

サービス業、娯楽業」（16.6%）、「卸売業、小売業」（16.0%）、「宿泊業、飲食サービス業」(16.0%)である。

○ 職種別に見ると、顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験においては職種ごとに大きな差はないが、接客頻度別に見ると、顧客

等と接する頻度が多いほど迷惑行為を受けた割合が高い。

過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験（接客頻度別）

※調査対象：全回答者（n=8,000）

※調査対象： 全回答者(n=8,000)

11.0 

12.5 

10.6 

9.8 

11.1 

12.2 

10.3 

9.7 

89.0 

87.5 

89.4 

90.2 

88.9 

87.8 

89.7 

90.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理職(n=429)

事務職(n=479)

専門技術職（研究者を含む）(n=1103)

営業・販売職(n=1027)

サービス職(n=1596)

製造・生産工程職(n=1076)

輸送・機械運転職(n=832)

建設・採掘職(n=1458)

経験した 経験しなかった

17.4 

14.3 

10.7 

8.8 

7.5 

5.3 

82.6 

85.7 

89.3 

91.3 

92.5 

94.7 

0% 50% 100%

勤務日はほぼ毎日接している

週に２、３日程度接している

週に１日程度接している

２週間に１日（月に２日）程度接している

月に１日程度接している

ほとんど接することがない

経験した 経験しなかった



13

顧客等からの著しい迷惑行為の内容・行為者（労働者等調査）

○ 労働者が過去３年間に受けた顧客等からの著しい迷惑行為の内容については、「継続的な、執拗な言動」（57.3%）、「威圧的な言

動」（50.2%）、「精神的な攻撃」（33.1％）が主な内容である。

○ 顧客等からの著しい迷惑行為の行為者については、「顧客等（患者またはその家族等を含む）」（82.3%）が「取引先等の他社の従

業員・役員」（22.6%）よりも高い。

5.9 

33.1 

50.2 

57.3 

15.8 

21.7 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

身体的な攻撃（暴行、傷害等）

精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄
損、侮辱、暴言、土下座の要求等）

威圧的な言動（大声で責める、反社会
的な者とのつながりをほのめかす等）

継続的な（繰り返される）、執拗な
（しつこい）言動（頻繁なクレーム、

同じ質問を繰り返す等）

拘束的な言動（不退去、居座り、監
禁、長電話等）

明らかに業務内容と関係のない顧客等
からの言動（セクハラ、プライバシー
の侵害、個人の属性に関する言動等）

その他

令和5年度調査(n=861)

※調査対象：過去３年間に勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験がある

と回答した者

顧客等からの著しい迷惑行為の内容 顧客等からの著しい迷惑行為の行為者

※調査対象：過去３年間に勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験が

あると回答した者

82.3 

22.6 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80%

顧客等（患者またはその家族等を含

む）

取引先等の他社の従業員・役員

その他

令和５年度（n=861）



○ ハラスメントを受けた後の労働者の行動については、いずれのハラスメントにおいても「何もしなかった」が最も高い。

○ 労働者からの相談や周囲の報告等により、ハラスメントを受けていることを認識した後の勤務先の対応については、

・パワハラ、セクハラは「特に何もしなかった」（53.2%、42.5%）が最も高いが、

・顧客等からの著しい迷惑行為では「あなたの要望を聞いたり、問題を解決するために相談にのってくれた」（39.2%）が最も高い。

ハラスメントを受けた後の労働者の行動/認識した勤務先の対応（労働者等調査）

14

ハラスメントを受けた後の行動

※調査対象：ハラスメントを受けたと回答した者
※「会社を退職した」と回答している者には、その後転職や再就職をした者のみが
含まれ、現在無業になっている者は調査対象外である

パワハラ、セクハラを受けていることを認識した後の勤務先の対応

※調査対象：ハラスメントを勤務先が認識していたと回答した者

顧客等からの著しい迷惑行為を受けていることを認識した後の勤務先の対応

※調査対象：顧客等からの著しい迷惑行為を勤務先が認識していたと回答した者
（n=510）

18.3 

17.9 

4.5 

5.2 

2.7 

1.4 

2.8 

4.8 

2.1 

3.1 

19.3 

8.5 

14.9 

1.9 

36.9 

14.7 

12.5 

2.8 

3.8 

3.2 

1.8 

3.8 

1.8 

3.6 

2.0 

13.9 

3.4 

7.4 

1.8 

51.7 

26.8 

38.2 

3.8 

3.0 

3.0 

1.5 

1.7 

3.6 

1.5 

2.3 

11.3 

3.7 

4.5 

0.8 

35.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

社内の同僚に相談した

社内の上司に相談した

社内の相談窓口に相談した

人事部等の社内の担当部署（相談窓口を除く）
に相談した

社内の産業保健スタッフ（産業医、保健師、看
護師等）に相談した

労働組合に相談した

会社が設置している社外の相談窓口に相談した

会社とは無関係の医師やカウンセラーなどに相
談した

会社とは無関係の弁護士や社会保険労務士に相
談した

公的な機関（労働基準監督署や都道府県労働局
など）に相談した

家族や社外の友人に相談した

しばらく会社を休んだ

会社を退職した

その他

何もしなかった

パワハラ(n=1546) セクハラ(n=503) 顧客等からの著しい迷惑行為(n=861)

24.4 

18.0 

6.1 

12.2 

14.0 

2.3 

53.2 

25.8 

17.5 

10.0 

17.5 

15.0 

2.5 

42.5 

0% 20% 40% 60%

あなたの要望を聞いたり、問題を解決するために相談に

のってくれた

あなたに事実確認のためのヒアリングを行った

相談したことを理由としてあなたに不利益な取扱い（解

雇・降格・減給・不利益な配置転換など）をした

行為者に事実確認を行った

あなたの上司、同僚や部下に事実確認を行った

その他

特に何もしなかった

パワハラ(n=573) セクハラ(n=120)

39.2 

23.9 

5.5 

14.9 

8.0 

6.1 

6.9 

0.8 

29.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

あなたの要望を聞いたり、問題を解決するために相談に
のってくれた

あなたに事実確認のためのヒアリングを行った

相談したことを理由としてあなたに不利益な取扱い（解
雇・降格・減給・不利益な配置転換など）をした

社内関係者に事実確認を行った

行為者に対し、出入り禁止等の対応をした

自社従業員に著しい迷惑行為を行った相手先企業に事実確
認を行った

相談にのってくれなかった

その他

特に何もしなかった



○ 労働者からの相談や周囲の報告等があったパワハラ、セクハラについて、実際に勤務先がハラスメントであると認めた後の勤務先の対

応については、

・パワハラでは「何もしなかった」（28.7%）が最も高いが、

・セクハラでは「会社として謝罪をした」及び「行為者を処分した」が同率（19.4%）で最も高い。

ハラスメントを受けていることを認めた後の勤務先の対応（労働者等調査）

15

パワハラ、セクハラを受けていることを認めた後の勤務先の対応

※調査対象：勤務先がハラスメントを認めたと回答した者

18.5 

12.0 

9.3 

11.1 

12.0 

15.7 

9.3 

3.7 

10.2 

12.0 

3.7 

28.7 

19.4 

16.7 

16.7 

19.4 

16.7 

11.1 

2.8 

11.1 

8.3 

11.1 

8.3 

16.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

会社として謝罪をした

行為者に謝罪させた

行為者を配置転換した

行為者を処分した

会社が調査した結果について説明した

あなたを配置転換した

あなたに対して社内の産業保健スタッフ（産業医、保健師、看護師等）への相談を勧めた

あなたに対して社外の医療機関への受診を勧めた

あなたが心身の不調により休職を要すると診断された場合、休職や復職の支援を行った

あなた自身の問題点を指摘し、改善するよう指導した

その他

何もしなかった

パワハラ(n=108) セクハラ(n=36)
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ハラスメントを受けた労働者の心身への影響（労働者等調査）

パワハラを受けたことによる心身への影響

（経験頻度別）

セクハラを受けたことによる心身への影響

（経験頻度別）

○ いずれのハラスメントにおいても、

・ハラスメントを受けた経験が「一度だけ」であっても、「怒りや不満、不安などを感じた」や「仕事に対する意欲が減退した」

などの心身への影響が多く見られ、

・ハラスメントを受けた頻度が多くなるほど、「眠れなくなった」、「会社を休むことが増えた」、「通院したり服薬をした」など

のより深刻な心身への影響が高まっている。

※調査対象：パワハラを受けたと回答した者(n=1,546) ※調査対象：セクハラを受けたと回答した者(n=503)

顧客等からの著しい迷惑行為を受けたこと

による心身への影響（経験頻度別）

※調査対象：顧客等からの著しい迷惑行為を受けたと
回答した者(n=861)

68.5 

61.1 

36.3 

25.0 

11.7 

10.7 

1.1 

2.4 

11.6 

45.9 

45.4 

20.9 

16.8 

7.7 

6.6 

0.5 

2.0 

28.1 

68.7 

59.2 

33.1 

19.4 

9.3 

7.4 

0.5 

1.6 

9.9 

77.1 

70.6 

48.0 

38.1 

17.4 

18.0 

2.4 

3.8 

8.1 

0% 20% 40% 60% 80%

怒りや不満、不安などを感じた

仕事に対する意欲が減退した

職場でのコミュニケーションが
減った

眠れなくなった

会社を休むことが増えた

通院したり服薬をした

入院した

その他

特に影響はなかった

全体(n=1546) 一度だけ(n=196)

時々(n=856) 何度も繰り返し(n=494)

48.5 

33.0 

23.3 

13.7 

6.8 

6.0 

1.2 

1.4 

30.2 

25.9 

16.0 

10.5 

8.0 

2.5 

2.5 

0.0 

1.9 

50.0 

62.5 

40.4 

27.4 

10.6 

6.3 

4.3 

0.0 

0.0 

20.7 

54.1 

42.1 

32.3 

25.6 

12.8 

12.8 

4.5 

3.0 

21.1 

-10% 10% 30% 50% 70%

怒りや不満、不安などを感じ
た

仕事に対する意欲が減退した

職場でのコミュニケーション
が減った

眠れなくなった

会社を休むことが増えた

通院したり服薬をした

入院した

その他

特に影響はなかった

全体(n=503) 一度だけ(n=162)

時々(n=208) 何度も繰り返し(n=133)

63.8 

46.1 

10.6 

16.7 

5.7 

3.8 

0.1 

0.8 

19.7 

54.7 

29.5 

4.2 

11.6 

4.2 

2.1 

0.0 

0.5 

31.1 

67.0 

48.5 

9.1 

15.3 

5.0 

2.6 

0.2 

1.0 

16.3 

64.4 

57.5 

21.8 

26.4 

9.2 

9.2 

0.0 

0.6 

17.2 

0% 20% 40% 60% 80%

怒りや不満、不安などを感じた

仕事に対する意欲が減退した

職場でのコミュニケーションが
減った

眠れなくなった

会社を休むことが増えた

通院したり服薬をした

入院した

その他

特に影響はなかった

全体(n=861) 一度だけ(n=190)

時々(n=497) 何度も繰り返し(n=174)



26.9 

16.3 

19.9 

28.4 

33.5 

0.9 

47.1 

26.2 

17.1 

21.6 

28.7 

33.4 

0.5 

49.7 

24.4 

19.2 

21.6 

23.6 

28.3 

0.5 

54.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

企業の自主的な取組の促進・支援

業界団体の取組の促進・支援

国による社会全体や企業に対する啓発や教育

ハラスメントを行う行為者を雇用する企業に対する規制

ハラスメント（ハラスメントの行為者）に対する規制

その他

特にない

パワハラ(n=8000)

セクハラ(n=8000)

顧客等からの著しい迷惑行為(n=8000)
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今後ハラスメント対策に求める取組（企業調査・労働者等調査）

○ 企業が今後必要と考えるハラスメント予防解決のための主な取組については、「企業の自主的な取組の促進・支援」（54.7%）、「ハラ

スメント（ハラスメントの行為者）に対する規制」（36.5%）、「国による社会全体や企業に対する啓発や教育」（33.6%）である。

○ 労働者が今後実施した方がよいと考える主な取組については、「特にない」を除けば、「ハラスメント（ハラスメントの行為者）に対

する規制」、「ハラスメントを行う行為者を雇用する企業に対する規制」、「企業の自主的な取組の促進・支援」である。

※調査対象：全企業（従業員規模が「分からない」と回答した企業、無回答・無効回答を除く）

今後実施した方がよい取組

※調査対象：調査に回答した全ての者

54.7 

21.0 

33.6 

12.3 

36.5 

1.9 

11.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

企業の自主的な取組の促進・支援

業界団体の取組の促進・支援

国による社会全体や企業に対する啓発や教育

ハラスメントを行う行為者を雇用する企業に対する規制

ハラスメント（ハラスメントの行為者）に対する規制

その他

特にない
令和５年度(n=7707)

今後必要なハラスメント予防解決のための取組 （企業調査）

（労働者等調査）



参考資料

（顧客等からの著しい迷惑行為・就活等セクハラ）
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過去3年間の顧客等からの著しい迷惑行為及び就活等セクハラの発生状況
に関する業種別の特徴（企業調査）

16.8 

8.8 

20.0 

21.8 

16.4 

40.6 

41.0 

43.4 

16.2 

46.4 

42.3 

31.5 

53.9 

41.1 

23.3 

19.0 

75.7 

82.9 

68.6 

72.2 

74.4 

52.1 

46.2 

39.4 

71.6 

46.0 

48.8 

55.0 

39.3 

39.3 

69.5 

70.7 

7.5 

8.3 

11.4 

6.0 

9.2 

7.3 

12.8 

17.2 

12.2 

7.7 

8.9 

13.5 

6.8 

19.6 

7.2 

10.2 

0% 50% 100%

建設業(n=680)

製造業(n=1737)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=35)

情報通信業(n=335)

運輸業、郵便業(n=574)

卸売業、小売業(n=1235)

金融業、保険業(n=156)

不動産業、物品賃貸業(n=99)

学術研究、専門・技術サービス業(n=148)

宿泊業、飲食サービス業(n=235)

生活関連サービス業、娯楽業(n=123)

教育、学習支援業(n=289)

医療、福祉(n=1093)

複合サービス事業(n=107)

その他サービス業(n=724)

その他(n=205)

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談がある

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談はない

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の有無を把握していない

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の有無（業種別）
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0.5 
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0.3 
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0.0 

0.7 

2.1 

0.8 

1.4 
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0.0 

0.4 

1.0 

95.3 

96.0 

97.1 

94.6 

93.9 

96.0 

93.6 

92.0 

94.6 

94.0 

96.7 

86.9 

91.3 

97.2 

95.4 

94.1 

4.4 

3.5 

0.0 

5.1 

5.4 

3.3 

5.1 

8.0 

4.7 

3.8 

2.4 

11.8 

7.6 

2.8 

4.1 

4.9 

0% 50% 100%

建設業(n=677)

製造業(n=1736)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=35)

情報通信業(n=335)

運輸業、郵便業(n=572)

卸売業、小売業(n=1234)

金融業、保険業(n=156)

不動産業、物品賃貸業(n=100)

学術研究、専門・技術サービス業(n=148)

宿泊業、飲食サービス業(n=235)

生活関連サービス業、娯楽業(n=123)

教育、学習支援業(n=289)

医療、福祉(n=1092)

複合サービス事業(n=107)

その他サービス業(n=724)

その他(n=205)

就活等セクハラに関する相談がある

就活等セクハラに関する相談はない

就活等セクハラに関する相談の有無を把握していない

就活等セクハラに関する相談の有無（業種別）

※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）(n=7,768)※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）(n=7,775)

○ 企業調査における相談件数の有無について、業種別に割合が高い上位３つの業種を見ると、

・ 顧客等からの著しい迷惑行為では、「医療、福祉」（53.9%）、「宿泊業、飲食サービス業」（46.4%）、「不動産業、物品賃貸

業」（43.4%）であり、

・ 就活等セクハラでは、いずれの業種でも3.0%未満であるが、「電気・ガス・熱供給・水道業」（2.9%）、「宿泊業、飲食サービス

業」（2.1%）、「教育、学習支援業」（1.4%）である。

○ 顧客等からの著しい迷惑行為については、各ハラスメントの中で業種のばらつきが最も顕著（最上位と最下位は45.1%差）である。



72.1 

52.2 

44.7 

20.9 

20.0 

10.4 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

継続的な（繰り返される）、執拗な（しつこい）
言動（頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等）

威圧的な言動（大声で責める、反社会的な者との
つながりをほのめかす等）

精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴
言、土下座の要求等）

明らかに業務内容と関係のない顧客等からの言動
（セクハラ、プライバシーの侵害、個人の属性…

拘束的な言動（不退去、居座り、監禁、長電話
等）

身体的な攻撃（暴行、傷害等）

その他

20

顧客等からの著しい迷惑行為該当事例の特徴（企業調査）

○ 過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると企業が判断した事例の主な内容は、「継続的な（繰り返される）、執拗な（し

つこい）言動（頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等）」（72.1％）、「威圧的な言動（大声で責める、反社会的な者とのつながりを

ほのめかす等）」（52.2%）、「精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の要求等）」（44.7%）である。

○ 該当事例における行為者と被害者の関係については、「顧客等（患者又はその家族等を含む）から自社従業員へ」（91.6%）がほとん

どである。

○ 顧客等からの著しい迷惑行為で被った損害や被害の主な内容は、「通常業務の遂行への悪影響」（63.4%）、「労働者の意欲・エン

ゲージメントの低下」（61.3%）、「労働者の休職・離職」（22.6%）である。

※調査対象：過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案があった企業（無回答・無効回答を除く） （n=1,870）

過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した
事案の具体的な内容

顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案における行為者と被害者の関係

過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為で被った損害や被害

91.6 

10.9 

4.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

顧客等（患者又はその家族等を含む）から自社従業員へ

取引先等の他社の従業員・役員から自社の従業員へ

自社の従業員・役員から取引先等の他社の従業員へ

63.4 

61.3 

22.6 

11.9 

9.8 

4.1 

3.9 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

通常業務の遂行への悪影響

労働者の意欲・エンゲージメントの低下

労働者の休職・離職

特になし

風評被害、信用失墜

訴訟負担

賠償負担

その他

※調査対象：過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案があった企業（無回答・無効回答を除く） （n=1,880）
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顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組状況の特徴（企業調査）

○ 顧客等からの著しい迷惑行為に関する企業の取組状況については、概ね、相談が有った割合が高い業種において、予防・解決のための

取組の実施割合も高い傾向にあるものの、全体として「特にない」が55.8%を占めており、各業界における取組状況のばらつきも大きい

（最上位と最下位は43.2%差）。

○ 取組内容の傾向としては、業種全体については、どの取組内容も概ね同じ割合で行われているものの、顧客等へのかかわりが大きいと

考えられる業種（「金融・保険業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「医療、福祉」等）では「顧客等からの著しい迷惑行為の対応に関

するマニュアルの作成、研修の実施」等の取組割合が高い傾向にあるほか、「行為者に対する出入り禁止等」、「警備会社、警察等の関

係各所との連携（連絡体制の構築等）」の実施も見受けられる。
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13.5 

6.8 

19.6 
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10.2 

0% 50% 100%

建設業(n=680)

製造業(n=1737)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=35)

情報通信業(n=335)

運輸業、郵便業(n=574)

卸売業、小売業(n=1235)

金融業、保険業(n=156)

不動産業、物品賃貸業(n=99)

学術研究、専門・技術サービス業(n=148)

宿泊業、飲食サービス業(n=235)

生活関連サービス業、娯楽業(n=123)

教育、学習支援業(n=289)

医療、福祉(n=1093)

複合サービス事業(n=107)

その他サービス業(n=724)

その他(n=205)

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談がある

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談はない

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の有無を把握していない

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の有無（業種別）

※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）(n=7,775)

顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組（業種別）

[比率の差]

　　　　　　　　　全体＋10ポイント
　　　　　　　　　全体＋5ポイント
　　　　　　　　　全体－10ポイント
　　　　　　　　　全体－5ポイント
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全体 7698 13.7 11.4 13.1 13.9 12.7 12.0 3.0 55.8
建設業 662 5.3 8.2 5.6 16.2 5.3 9.7 2.7 66.5
製造業 1716 6.4 6.0 4.2 11.2 4.8 9.4 1.8 73.3
電気・ガス・熱供給・水道業 35 5.7 0.0 5.7 5.7 11.4 14.3 8.6 68.6
情報通信業 335 9.3 14.0 5.7 25.1 7.5 17.0 2.7 54.9
運輸業、郵便業 565 6.2 11.0 11.5 17.9 5.0 6.9 1.4 64.8
卸売業、小売業 1227 17.4 7.5 21.3 13.4 18.8 11.2 4.0 48.2
金融業、保険業 153 38.6 10.5 11.1 15.0 30.7 27.5 5.2 30.1
不動産業、物品賃貸業 100 16.0 9.0 17.0 23.0 12.0 16.0 3.0 46.0
学術研究、専門・技術サービス業 145 4.8 11.0 4.1 16.6 6.2 13.1 2.1 65.5
宿泊業、飲食サービス業 235 24.3 9.4 25.5 11.9 23.8 8.5 1.7 42.6
生活関連サービス業、娯楽業 122 17.2 15.6 39.3 9.0 23.0 12.3 2.5 39.3
教育、学習支援業 285 9.5 7.4 10.5 3.9 17.9 13.3 4.9 61.1
医療、福祉 1089 29.0 28.6 26.4 8.7 24.0 17.5 4.1 32.7
複合サービス事業 107 29.0 7.5 14.0 17.8 12.1 14.0 3.7 37.4
その他サービス業 721 10.3 11.7 7.9 20.5 9.3 10.7 3.2 56.4
その他 201 10.4 6.5 6.5 19.4 13.4 11.9 2.5 60.2

※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）(n=7,698)、単位%

※サンプル数が30 未満の「農林漁業」、「鉱業、採石業」は「その他」としてまとめている
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受けた顧客等からの著しい迷惑行為の内容（労働者等調査）

○ 労働者が受けた顧客等からの著しい迷惑行為の主な内容について、

・ 令和２年度は「名誉毀損・侮辱・ひどい暴言」（46.9％）、「長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム」（52.0％）、「著しく不

当な要求」（24.9％）であり、

・ 令和５年度は「継続的な、執拗な言動」（57.3%）、「威圧的な言動」（50.2%）、「精神的な攻撃」（33.1％）である。

○ 傾向については、令和２年度と比べて大きな変化はない。

6.5 

14.6 

46.9 

24.9 

52.0 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

暴行・傷害

脅迫

名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

著しく不当な要求（金品の要
求、土下座の強要等）

長時間の拘束や同じ内容を繰り
返すクレーム（過度なもの）

その他

令和2年度調査(n=1200)

5.9 

33.1 

50.2 

57.3 

15.8 

21.7 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

身体的な攻撃（暴行、傷害等）

精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄
損、侮辱、暴言、土下座の要求等）

威圧的な言動（大声で責める、反社会
的な者とのつながりをほのめかす等）

継続的な（繰り返される）、執拗な
（しつこい）言動（頻繁なクレーム、

同じ質問を繰り返す等）

拘束的な言動（不退去、居座り、監
禁、長電話等）

明らかに業務内容と関係のない顧客等
からの言動（セクハラ、プライバシー
の侵害、個人の属性に関する言動等）

その他

令和5年度調査(n=861)

顧客等からの著しい迷惑行為の内容

※令和５年度と令和２年度ではアンケート調査の「顧客等からの著しい迷惑行為の内容」の選択肢が異なっているため、単純比較できない。

※調査対象：過去３年間に勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験があると回答した者

※複数回答



23

就活等セクハラ該当事例の特徴（企業調査）

○ 過去３年間に就活等セクハラに該当すると企業が判断した事例の件数自体は少ないものの、その主な内容は、「性的な冗談やからか

い」（45.0％）、「食事やデートへの執拗な誘い」（35.0%）、「不必要な身体への接触」（20.0%）である。

○ 該当事例における行為者と被害者の関係については、「インターンシップを担当した自社従業員」（40.0%）が最も高く、次いで「採

用面談担当者」、「説明会を担当した自社従業員」、「ＯＢ・ＯＧ訪問を受けた自社従業員」が同率（20.0%）である。

※調査対象：過去３年間に就活等セクハラに該当すると判断した事案があった企業（無回答・無効回答を除く） （n=20）

過去３年間に就活等セクハラに該当すると判断した事案の具体的な内容 就活等セクハラに該当すると判断した事案における行為者と被害者の関係
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性的な冗談やからかい
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不必要な身体への接触

性的な事実関係に関する質問

性的な関係の強要

性的な内容の情報の流布

性的な言動に対して拒否・抵抗したこと

による不利益な取扱い

その他
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インターンシップを担当した自社従業員

採用面談担当者

説明会を担当した自社従業員

OB・OG訪問を受けた自社従業員

自社の役員

学校・研究室等へ訪問した自社従業員

その他
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就活等セクハラに関する取組状況の特徴（企業調査）

○ 就活等セクハラに関する企業の取組状況については、

・ 「情報通信業」や「金融業、保険業」などでは、全体平均から５ポイント以上高い取組が３つ以上ある。

・ 全体としては、就活等セクハラの行為者として高い割合を占める「リクルーターの行動指針やマニュアルの策定・周知」（4.9%）が

最も低い。

[比率の差]

　　　　　　　　　全体＋10ポイント
　　　　　　　　　全体＋5ポイント
　　　　　　　　　全体－10ポイント
　　　　　　　　　全体－5ポイント
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全体 7713 13.1 12.9 10.1 27.2 4.9 23.7 1.4 53.0
建設業 673 14.6 13.5 9.2 27.6 5.2 22.9 0.9 51.6
製造業 1717 13.0 13.5 9.7 31.9 6.0 26.9 1.4 51.0
電気・ガス・熱供給・水道業 35 5.7 5.7 22.9 28.6 5.7 25.7 0.0 54.3
情報通信業 334 16.5 14.4 17.1 33.5 11.1 39.8 1.5 39.5
運輸業、郵便業 567 9.7 11.8 10.6 22.6 3.0 19.6 1.2 58.9
卸売業、小売業 1230 13.6 11.5 10.1 27.1 4.9 23.3 1.5 52.8
金融業、保険業 154 20.8 18.8 12.3 31.2 11.0 28.6 3.2 42.2
不動産業、物品賃貸業 100 14.0 19.0 14.0 33.0 7.0 32.0 0.0 53.0
学術研究、専門・技術サービス業 147 19.7 13.6 9.5 25.2 5.4 26.5 2.7 50.3
宿泊業、飲食サービス業 235 14.0 14.0 11.5 21.7 3.4 18.3 2.6 50.6
生活関連サービス業、娯楽業 123 14.6 7.3 9.8 21.1 6.5 22.0 1.6 59.3
教育、学習支援業 287 11.1 17.4 6.6 22.3 1.7 19.2 2.4 56.1
医療、福祉 1084 12.5 13.2 8.3 23.0 2.4 20.7 0.7 58.1
複合サービス事業 107 10.3 15.0 12.1 37.4 4.7 16.8 0.9 43.9
その他サービス業 718 11.0 9.5 9.9 24.7 3.3 19.9 1.8 56.3
その他 202 11.4 13.4 12.4 29.2 7.4 24.3 1.0 53.5

※調査対象：調査に回答した全ての企業（無回答・無効回答を除く）（n=7,713）、単位%）

※サンプル数が30 未満の「農林漁業」、「鉱業、採石業」は「その他」としてまとめている

就活等セクハラに関する取組（業種別）
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農林漁業

鉱業、採石業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業（郵便局、農業協同組合等）

その他サービス業

その他

インターンシップ中にセクハラを受けた企業の業種（n=228） インターン以外の就職活動中にセクハラを受けた企業の業種（n=235）

25

就活等セクハラの経験状況に関する業種別の特徴（労働者等調査）

○ 過去３年間に就職活動を行った者のうち、インターンシップ中又はインターンシップ以外の就職活動中に就活等

セクハラを受けたと回答した者が、就活等セクハラを受けた際に志望していた企業・団体の業種について、割合が

高い上位３つの業種を見ると、「製造業」、「その他サービス業」、「卸売業、小売業」である。

インターンシップ中/インターンシップ以外の就職活動中に就活等セクハラを受けた際の志望企業・団体の業種

※調査対象：就活等セクハラを受けたと回答した者
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受けた就活等セクハラの内容（労働者等調査）

○ インターンシップ中に受けた就活等セクハラの主な内容については、「性的な冗談やからかい」（38.2%）、「食事やデートへの執拗な

誘い」（35.1%）、「不必要な身体への接触」（27.2%）である。

○ インターン以外の就職活動中に受けた就活等セクハラの主な内容については、「食事やデートへの執拗な誘い」（33.2%）、「性的な冗

談やからかい」（28.9%）、「性的な事実関係に関する質問」（26.0%）である。

○ 傾向としては、令和２年度と比較して、冗談やからかいは減少しているが、それ以外の内容は概ね増加している。
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性的な冗談やからかい

性的指向・性自認に関する冗談やからかい

性的な事実関係に関する質問

性的な内容の情報の流布

食事やデートへの執拗な誘い

不必要な身体への接触

性的な関係の強要

性的な言動に対して拒否・抵抗したことによる不利益な取扱い
（インターンシップ中の評価を下げる等）

その他

令和５年度（インターンシップ中）(n=228) 令和５年度（インターン以外の就職活動中）(n=235) 令和２年度（n=255）

※令和２年度調査では、就職活動中のセクハラと、インターンシップ参加中のセクハラの経験について、分けずに集計している。

就活等セクハラの内容 ※複数回答

※「性的指向・性自認に関する冗談やからかい」は、令和２年度では選択肢としていない。

※調査対象：（令和５年度）2020～2022年度卒業で就職活動（転職を除く）又はインターンシップを経験し、就活等セクハラを受けた経験があると回答した者

（令和２年度）2017～2019年度卒業で就職活動（転職を除く）を経験し、就活等セクハラを受けた経験があると回答した者



就活等セクハラの行為者（労働者等調査）

○ 就活等セクハラの行為者については、
・ インターンシップ中では、「インターンシップで知り合った従業員」（47.4%）、「インターン先での上司・指導役(役員以外)」
（32.0%）、「インターン先の顧客等（患者やその家族等を含む）」の順に多い。
・ インターンシップ以外の就職活動では、「大学のOB・OG訪問を通して知り合った従業員」（38.3%）、「学校・研究室等へ訪問し
た従業員、リクルーター」（37.0%）、「採用面接担当者」（25.1％）の順に多い。
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18.9 

32.0 

47.4 

26.3 

20.2 

11.0 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

インターン先の幹部（役員）

インターン先での上司・指導役（役員以外）

インターン先で知り合った従業員

インターン先の顧客等（患者やその家族等を含
む）

インターン先の取引先等の他社の従業員・役員

インターンシップ活動の窓口担当者

その他

21.7 

25.1 

37.0 

38.3 

22.6 

17.4 

0.0 

0% 20% 40% 60%

企業説明会の担当者

採用面接担当者

学校・研究室等へ訪問した従業員、リク
ルーター

大学のＯＢ・ＯＧ訪問を通して知り合っ
た従業員

志望先企業の役員

ＳＮＳや就活マッチングアプリを通じて
知り合った志望先企業の従業員

その他

32.9

25.5

24.7

17.6

12.5

12.2

11.0

1.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

インターンシップで知り合った従業

員

採用面接担当者

企業説明会の担当者

大学のＯＢ・ＯＧ訪問を通して知り

合った従業員

学校・研究室等へ訪問した従業員、

リクルーター

ＳＮＳや就活マッチングアプリを通

じて知り合った志望先企業の従業員

志望先企業の役員

その他

（n=255）

※令和２年度調査では、就職活動中のセクハラと、インターンシップ参加中のセクハラの経験について、分けずに集計している。

インターンシップ中の就活等セクハラの行為者（令和５年度）

インターンシップ以外の就職活動中の就活等セクハラの行為者（令和５年度）

（n=235）

（n=228）

就活等セクハラの行為者（令和２年度）

※調査対象：（令和５年度）2020～2022年度卒業で就職活動（転職を除く）又はインターンシップを経験し、就活等セクハラを受けた経験があると回答した者

（令和２年度）2017～2019年度卒業で就職活動（転職を除く）を経験し、就活等セクハラを受けた経験があると回答した者
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